
(3) 頼れる人間がいない

（社会的孤立）

特徴(2)： 十分な貯蓄がない

日本の「相対的貧困率」は

より客観な「相対的貧困」の概念で考え

ると

生活水準が生活保護レベルかそれ以

下

特徴(1) ： 収入が著しく少ない

わたしの、「下流老人」の定義：

生活相談からみえてくる

「下流老人」の特徴 （3つ)

「生活保護レベル」＝「生活補助費」＋

「住宅補助費」 とする

首都圏に住む一人暮らしの高齢者の

場合月額約13万円(年額約150万円)

生活保護基準は「ナショナルミニ

マム」

年金などを含めた収入がこのラインと

同等であれば、「生活保護を必要とす

るレベル」

収入の額面がこれと同等なら、実際の

生活はもっと低い。(医療・介護・税など

を払うから)

対象者が属する共同体(国や地域)

の大多数に比べて貧しい状態にあ

ること。

具体的には、統計上の所得の中

央値の半分以下の所得しか得ら

れない人

全世帯で相対的貧困率

16.1%

一人暮らしの場合、等価可処分所得の

中央値は244万円、その半分は122万円

2人世帯で170万円、3人世帯 210万円、

4人世帯 245万円。

65歳以上では22.0%

高齢男性単身の場合、38.3%、

高齢女性単身 52.3%

貯蓄が少ないか、まったくない。

貯蓄の取り崩し： （生活費－収入）

×12 ×年数 ＋ 予想外の出費（事故、

病気、介護、その他）

総務省家計調査報告： 高齢世帯無職

夫婦では、生活費27万、不足額 6万円

/月 （平均値）

厚労省国民生活基礎調査： 高齢者世

帯 貯蓄なし16.8%、500万円未満 4割以

上

（同） 3000万円以上 11.6%

困った時に頼れる人間がいない

近年、核家族化により、一人暮らしの

高齢者が増えている。

高齢者で子どもとの同居率が減って

きている （核家族化）

生活に困ったときや助けてほしいとき

に家族が周囲にいない状況が、当た

り前の社会になって来ている

『下流老人：一億素老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (1) 「下流老人とはなにか」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 5)

第1章 下流老人とは何か 1A. 下流老人の特徴

「下流老人」＝「生活保護基準相

当で暮らす高齢者およびびその

恐れがある高齢者」

要するに、国が定める「健康で文

化的な最低限度の生活」を送るこ

とが困難な高齢者。

要するに、あらゆるセーフティ

ネットを失った状態といえる

わたしはさいたま市で、生活困窮者

支援を目的としたNPO法人を運営し

ている
毎日のように貧困にあえぐ高齢者から

の悲痛な叫びが寄せられる

憲法に定められている、「国民の

健康で文化的な生活」の最低ライ

ンを規定する重要な指標

注： 生活保護費は、世帯人数で

違う、地域の違いもある。

生活保護では、医療補助費や介護補

助費が国から現物支給、税金の支払

いも減免される。

国民生活基礎調査（2013年）のデータによれば、

上記の生活保護基準とほぼ同額であ

る

「高齢者はみな金持ち」というイ

メージは明らかに間違い

このレベルになると普通の家庭にあるべ

きものがないケースが増える。（住居、食

事、医療、介護、...)

この種の統計において、「平

均値」は適切な指標にならな

い。「中央値」を使って考える

ことが大事

「相対的貧困」が(国際的に考えら

れている)客観的な評価基準。

なお、40－50歳台の世代では老

後の貯蓄はさらにできていない

参考： 高齢者家計の平均的構造

生活上のトラブル（事故、病気、介護な

ど）に襲われると、たちどころに生活が

破たんする。

例： 300万円の貯蓄でも、月6万円取り

崩すと、4年間でなくなる。

収入が著しく少ない、

十分な貯蓄がない、

頼れる人間がいない

国際的な「貧困」のとらえ方：

各国内での「相対的貧困」

OECD 経済協力開発機構発表 （2012年）

相談する相手がいないので、生活に

困窮しても助けを求められず、問題が

重篤化してから発見されることが多い



特徴(1) ： 収入が著しく少ない

具体的には、統計上の所得の中

央値の半分以下の所得しか得ら

れない人

「相対的貧困」の尺度で考えると

一人暮らしの場合、等価可処分所得の

中央値は244万円、その半分は122万円

2人世帯で170万円、3人世帯 210万円、

4人世帯 245万円。

『下流老人：一億素老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (1) 「下流老人とはなにか」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 5)

第1章 下流老人とは何か 1A. 下流老人の特徴

わたしの、「下流老人」の定義：

「下流老人」＝「生活保護基準相

当で暮らす高齢者およびびその

恐れがある高齢者」

憲法に定められている、「国民

の健康で文化的な生活」の最

低ラインを規定する重要な指標

日本の「相対的貧困率」は

全世帯で相対的貧困率 16.1%

高齢男性単身の場合、38.3%、

高齢女性単身 52.3%

「高齢者はみな金持ち」という

イメージは明らかに間違い

このレベルになると普通の家庭にあるべ

きものがないケースが増える。（住居、食

事、医療、介護、...)

この種の統計において、「平

均値」は適切な指標にならな

い。「中央値」を使って考える

ことが大事

「相対的貧困」＝「対象者が属す

る共同体(国や地域)の大多数に

比べて貧しい状態にあること」

特徴(2)： 十分な貯蓄がない

貯蓄の取り崩し： （生活費－収入）

×12 ×年数 ＋ 予想外の出費（事故、

病気、介護、その他）

厚労省国民生活基礎調査： 高齢者世

帯 貯蓄なし16.8%、500万円未満 4割以

上

他方： 高齢者世帯 貯蓄 3000

万円以上 11.6%

生活上のトラブル（事故、病気、介護

など）に襲われると、たちどころに生活

が破たんする。

例： 300万円の貯蓄でも、月6万円取

り崩すと、4年間でなくなる。

生活相談からみえてくる

「下流老人」の特徴 （3つ)

要するに、下流老人は、

あらゆるセーフティネットを失っ

た状態といえる

収入が著しく少ない、

十分な貯蓄がない、

頼れる人間がいない

「貧困」のとらえ方(国際認識)：

各国内での「相対的貧困」

(3) 頼れる人間がいない

（社会的孤立）

近年、核家族化により、生活に困った

ときや助けてほしいときに家族が周

囲にいない状況が、当たり前の社会

になって来ている

相談する相手がいないので、生活に

困窮しても助けを求められず、問題が

重篤化してから発見されることが多い

「見える化」完成図 (簡略版、2015. 9.12)

生活水準が生活保護レベルかそれ以

下
「生活保護レベル」＝「生活補助費」＋

「住宅補助費」 とする

首都圏に住む一人暮らしの高齢者の

場合月額約13万円(年額約150万円)

注： 生活保護費は、世帯人数で違

う、地域の違いもある。

生活保護では、医療補助費や介

護補助費が国から現物支給、税

金の支払いも減免される。

ほぼ同額である



悪影響4：少子化を加速させ

る

悪影響3： 若者世代の消

費の低迷

悪影響2： 価値観の崩

壊

悪影響1： 親世代と子供世代

が共倒れする

下流老人が増えると、何が問題なのか？

身内の誰かが下流老人になった

場合、その子供世代が共倒れす

る危険がある

例えば、5万円/月の仕送りをする

と、子ども世代の経済的余裕がな

くなり、貯金をできなくなる。

（子ども世代の年収が減りつつあ

る。特に非正規雇用の収入が少

ない）

高齢者が敬われなくなる

危険性：「年寄なんか邪魔

だ、お荷物だ」

「長生きすることが素晴らし

い」という価値観が崩れる。

これは生命の価値自体が

軽んじられることにつなが

る。差別につながる危険性。

若者世代が、自分の老後

の不安のために、貯蓄に向

かうようになる

20－50歳台の消費意欲が

減退し、経済の低迷が続く

若者世代が自分の老後に不

安を持つと、子どもの養育・教

育費の負担を考えて、子どもを

あまり産まなくなる。

若者で、結婚や子供を諦めて

いる人が少なからずある。

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (1) 「下流老人とはなにか」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 5)

第1章 下流老人とは何か １B: 下流老人の何が問題なのか

下流老人が増えると、

注： 下流老人が生まれる/増える要因は、第3章

で考察する。

ここで結果（影響）として表れているものが原因と

なる面もある。問題が循環している面も。

家族扶養を前提とした従来型の

社会福祉モデルは、限界に達し

ている。
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